
３ 応募に当たって

①応募希望生徒等の生計維持者の課税証明書

②留学計画書（様式１）※チーム応募の場合は、様式２



派遣留学生の要件

日本国籍を有する者又は応募時までに日本への永住が
許可されている者（在留カード所持者）

①

本協議会及び機構による事前・事後研修、事前・事後
オリエンテーション、壮行会・報告会に参加する意思を表
明した者、また、本協議会及び機構が主催する派遣留
学生ネットワーク（留学機運醸成のための活動、支援
企業等に対する留学計画や活動報告・成果等の情報
の提供を含む。）に参加する意思を表明した者

②

在籍高校等において、卒業を目的とした課程に在籍す
る者

③



派遣留学生の要件
機構が実施する国内の奨学金「第二種奨学金（予約採用）
に掲げる、家計基準の判定に必要な証明書を提出できる者

④

留学に必要な査証を確実に取得し得る者⑤
留学終了後、在籍高校等に戻り学業を継続する者又
は卒業を目指す者

⑥

2026年4月1日時点の年齢が30歳以下である者⑦
留学中に行うインターンシップ等の報酬や他団体等から
留学のための給付型奨学金を受ける場合は、その総額
が、本事業による奨学金の総額を超えない者
※「本事業による奨学金の総額」には、留学準備金は含まれません。除いて算出してください。

※文部科学省が実施する「国費高校生留学促進事業」の留学支援金との併給はできません。

⑧



派遣留学生の要件

過去に本事業（Be:GM）、「トビタテ!留学JAPAN
（全国募集）」の派遣留学生として採用されていない者
※ただし、採用された後、本人の責によらず留学開始前に辞退した者は、要件を満たす
ものとする。

⑨

渡航中の万一の事故・病気等に備えるため、留学開始まで
に各自で海外旅行保険に加入している者

⑩

在籍高校等が派遣を許可し、受入先機関（※）が受
入れを許可する者

⑪

※ 受入先機関
諸外国等に所在する法人や団体等で、派遣留学生が実際に

学修や探究活動を行う機関（語学学校など）。
受入れの証明や活動を修了したことの証明が可能な機関



【受入先機関として認められない例】
○ 日本に所在する法人・団体等

※ 日本に所在する法人・団体等の海外事務所は認められます。

○ 滞在先（ホームステイ先、寮、ホテル等）
○ 留学あっせん業者（留学エージェント、旅行代理店、現地ツアー

会社等、留学手続き代行・留学先あっせん・滞在中のサポートを行
う業者・団体）

※ 留学あっせん業者が受入先機関として認められるのは、留学計画の活動内容が留学
あっせん業者の業務・活動に関するものである場合のみ。

○ 個人（親戚・知り合い、教師宅等）
※ ただし、個人が経営する事業に関する活動を行う場合は、その法人・団体等が受入

先機関として認められます。

＜受入先機関＞
諸外国等に所在する法人や団体等で、派遣留学生が実際に学修や探究活動を行う

機関（語学学校など）。受入れの証明や活動を修了したことの証明が可能な機関



・採用後、奨学金の受給にあたっては、受入先機関が発行

する修了証明書等の書面により受入先機関での活動を

証明する必要があります。

・応募時に受入先機関を確定している必要はありませんが、

事前に受入先機関の情報を確認した上で応募することを

推奨します。
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留学計画の要件
留学先国・地域における留学期間がR8年7月10日
（金）から10月31日（土）までの間である計画
※留学開始日がR8年7月10日（金）より前の計画は、支援対象外
※「留学開始日」とは、受入先機関で活動を開始する日です。日本出発日、現地到着日
及び滞在開始日ではありません。

①

留学先国・地域における留学期間が14日以上93日以内
の計画
※留学終了（受入先機関での活動終了）後、10日以内に帰国する必要があります。

②

＜再掲＞
・採用後、奨学金の受給にあたっては、受入先機関が発行する修了証明書等
の書面により受入先機関での活動を証明する必要がある
・応募時に受入先機関を確定している必要はないが、事前に受入先機関の情
報を確認した上で応募することを推奨。



留学計画の要件

※ 受入先機関とは、諸外国等に所在する法人や団体等で、派遣留学生が実際に学修や探究活
動を行う機関です。個人による受入れは認められません。受入先機関がなく、受入れの証明や活
動を修了したことの証明ができない計画は支援の対象外です。

③

※ 語学学習のみを行う計画は、支援の対象外です。ただし、語学学習が留学全体の準備過程又
は補助的位置づけとして計画の一部に含まれている場合は、支援の対象となります。

④

⑤

⑥

※ 応募時点で受入先機関の所在地が「レベル２」以上であっても、選考に差し支えありません。ただし、留学
開始時点又は留学中に「レベル２」以上となった場合は、原則、奨学金の支給対象外となります。

⑦



※「留学開始日」は7/21
（日本出国日、英国到着日及びホームステイ開始日の7/20は留学開始

日ではない。）
※ 「留学終了日」は8/30
（アメリカ合衆国出国日及び退寮日の8/31や日本帰国日の9/1は留学終

了日ではない。）





旅行エージェント
○ 語学学校、受入れホスト先のあっせんをしてくれる。
○ 出発前の英会話レッスン、オリエンテーション（留学時の
注意点など）あり

＜注意点＞
○ 必ず複数のエージェントと無料オンライン相談を行い、見
積書を比較した上で申し込む。（エージェントによって、提
示金額、サポート体制は異なる。）

○ エージェントを利用する場合は、早めに申し込む方がよい



旅行エージェントに申し込むタイミングは?

※ いつのタイミングで申し込むのか、検討してください。

○ 選考結果（R8年5月下旬）より前に旅行エージェント
に申し込む場合
・選考に落ちた場合を考慮しておく。

○ 選考結果（R8年5月下旬）が分かってから申し込む
場合

・エージェントをキャンセルする必要がない。
・エージェントによっては、金額が上がる場合も。
・４月以降に語学学校、ホームステイの申込みすると、
空きがなくなっている可能性も（エージェントによる）



＜予定通り留学を行う場合＞
・最低留学日数（14日間）の制約がなくなる。
→例えば、予定していた自己負担額で対応できる日数（５日程

度）に縮小して留学を行うことも考えられます。
（最短１週間から入校できる語学学校も。選考前にエージェントに申し込

む場合は、選考に不合格の場合に考え、相談するとよい。）

＜留学を取りやめる場合＞
・旅行エージェントのキャンセル料の有無を事前に確認
・エージェントによっては、選考結果（Ｒ８年５月下旬）を受けて
正式に申し込んでも、対応可能な場合もある。

エージェントを利用する場合、申し込む時期も含めて保護者と
十分に相談しましょう。



（例）募集に関するスケジュール（新高校２年）
※採否結果（R8年5月下旬）より前に旅行エージェントに申し込む場合

留学計画書作成に係る動き応募生徒の動き月日年

生徒保護者説明会参加12月R7

複数の旅行エージェントに相談、見積書
比較→旅行エージェントAに正式申込

１月R8

留学計画書に係る個別相談会参加
（※相談会：2/7、3/14県庁にて開催予定）

２月７日
（土）

・募集関係書類受付開始
・在籍高校担当教員へ、課税証明書及
び留学計画書（案）提出

→支援金額判定

２月27日
（金）

３月初旬

在籍高校担当教員へ、留学計画書（完成版）を提出３月27日
（金） →担当教員：関係書類を高校教育課へ提出（３月31日（金）必着）



（例）募集に関するスケジュール（新高校１年）
※採否結果（R8年5月下旬）後に旅行エージェントに申し込む場合

留学計画書作成に係る動き応募生徒の動き月日年

生徒保護者説明会参加
複数の旅行エージェントに相談、見積書比較

12月R7

１月R8

募集関係書類受付開始２月27日
（金）

留学計画書に係る個別相談会参加
（※相談会：2/7、3/14県庁にて開催予定）

３月14日
（土）

（高校合格発表後）入学予定高校担当教員
へ、課税証明書及び留学計画書（案）提出
→支援金額判定 留学計画書について相談

３月中旬

在籍高校担当教員へ、留学計画書（完成版）を提出３月27日
（金）

面接審査5月9日（土）

採否結果通知
→（採用された場合）旅行エージェントに正式申込

５月下旬

→担当教員：関係書類を高校教育課へ提出（３月31日（火）必着）



１２月 生徒及び保護者説明会 申込状況
【令和７年12月2日時点】

12/6（土）県庁（14時～） １１２名
12/13（土）Ｇメッセ群馬（14時～） １４１名
12/20（土）太田商工会議所（14時～） ５５名
12/22（月）県庁（18時半～） ６９名

生徒・保護者 計３７７名



１２月 生徒及び保護者説明会 申込状況

最大40名程度

合計 最大10名程度



①なぜ留学したいのか？何を探究したいのか？

②留学を通して、どんな自分になりたいか？
（理想の姿を思い描く）

留学で学んだことを、将来にどう生かすか？

③そのために何をすべきか？
（どのような探究活動をするか？
アンバサダー活動は？エヴァンジェリスト活動は？）

３ 応募に当たって～留学計画書作成上の留意点～



将来の夢
なりたい姿

群馬県への貢献

自分の興味・関心
現在取り組んでいること

３ 応募に当たって～留学計画書作成上の留意点～

（文科省「今、求められる力を高める総合的な探究の時間の展開」）



３ 応募に当たって～参考情報～

「留学計画について、どうやって作成して
いけばいいのかわかりません」

自分から、たくさんの情報を収集しましょう。

アドバイザー制度

個別相談会

留学大図鑑（「トビタテ」ホームページ）

とまりぎ（「トビタテ」ＯＢ・ＯＧ組織）



３ 応募に当たって～参考情報～ 留学大図鑑（「トビタテ!留学JAPAN」ホームページより）



目的

高校生等が留学計画書を作成する上で、「いつでも」相談できる体制
を整備するため、希望する生徒に対し、事務局員（高校教育課担当指
導主事）及び大学教員（※本制度に協力できる大学）が分担して相談
に当たり、生徒が主体性をもって本事業に取り組むための支援を行う。

３ 応募に当たって～参考情報～

アドバイザー制度

※ アドバイザー制度が利用できる大学について
は、後日BeGMホームページに掲載予定



３ 応募に当たって～参考情報～

個別相談会

とまりぎ（「トビタテ」ＯＢ・ＯＧ組織）





生徒、保護者の安全管理体制

３ 応募に当たって～安全管理～



生徒、保護者の安全管理体制

３ 応募に当たって～安全管理～



生徒、保護者の安全管理体制

３ 応募に当たって～安全管理～



①応募希望生徒等の生計維持者の課税証明書

②留学計画書（様式１）※チーム応募の場合は、様式２



Be:GM事業担当
（高校教育課）

３ 応募に当たって～学校への提出書類～


